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令和３年12月28日
一般社団法人　静岡県建設業協会会長　様

一般社団法人　静岡県建設産業団体連合会会長　様

静岡県建設事業協同組合連合会会長　様

静岡県交通基盤部建設経済局建設業課長

建設業法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（通知）

このことについて、建設業法施行規則の一部を改正する省令（令和３年国土交通省令第81号）及び建設業法施行規則附則第三項の再審査の申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件（令和３年国土交通省告示第1554号）が公布、施行され、別添のとおり令和３年12月27日付け国土交通省不動産・建設経済局建設業課事務連絡及び同日付け国土交通省不動産・建設経済局建設業課、建設市場整備課事務連絡により通知がありました。

貴職におかれましては、本通知の内容を今後の事務処理の参考にしていただきますとともに、会員の方々に周知されますよう、よろしくお願いします。
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